
正規保険証あり、または生活保護利用者など　全24件

事例
No.

年齢
代

性
別
職
業
職業詳
細

家
族
構
成

家族構成
詳細

住
居

住
居
詳
細

保
険
保険の推移

医療費解決
帰結

初診日 通院状況 死亡日 死因 事例（受診に至る経緯、職歴、世帯収入の経過） 一部負担金未
納額 事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など

5 60代 男

年
金
受
給
者

独
居

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

無料低額診療 無し
有
り

年金額(9万円）が少
なく、貯金をとりくずし
て生活をしている。交
通の便が悪いところ
に住んでいて、自家
用車がないと生活で
きない。車のローン
がもう少しで終わる
ので(仕事に使う)そう
なれば少しは楽にな
る。

2013.8.23 中断（他院） 2013.9.10
病死（膵
臓癌）

12.10.15に黄疸のためO診療所初診。市内の病院へ転院
精査しすい臓がんと診断され、一時化学療法・ｽﾃﾝﾄ手術
後、医療費・副作用のこともあり化学療法を拒否して治
療を行わずにいた。その後、近所に住むO診療所の元職
員(元看護師。同じ地域に住んでいる知り合い)から、本
人がお金に困っていると連絡があり、13.5.27に再診して
無低を利用して治療をつづけてきたが、13.8.23腹水・ガ
ス貯留のためN病院へ転院搬送。
　56歳まで郵便配達の仕事、その後は新聞配達、アルバ
イトで生計を立ててきた。離婚後は独居、子どもとは交流
あり。

13.8.23N病院即入院前に、O診療所より情報あり、
入院時に生保申請の意思確認(希望せず)し、無低
手続きする。

9月10日、N病院にて死亡。 特になし

6 80代 男

年
金
受
給
者

1
8

歳
以
上

の
子
と
一
親
が

同
居

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

後
期
高
齢
者
医
療

生活保護 無し
無
し

2013.8.5
その他（受診
していなかっ
た）

2013.8.26

病死（肝
臓癌、誤
嚥性肺
炎）

お金がなく春頃からまともな食事をしていなかった。体重
が減り、下痢も続いており、全生連の方と来院。かつては
親子で自営で看板製作の仕事をしていたが、震災のた
め得意先が倒産。その影響で、やむなく店を畳んだ。そ
の後、息子(48歳)が職を転々とするも無職となり、最近は
月４万５千円の本人年金だけで生活をしていた。

１年前から他院で肝臓がんの診断を受けるも根本
治療をしていず。（本人への告知なし）
　８/２全生連の方とO診療所受診、腹水・低蛋白血
症著明につき、8/5N病院へ入院。長男は就労希望
のため、本人の意思確認後に世帯分離して本人の
み即日生活保護の電話通報。

8/21生保決定、　８/２６N病院にて誤嚥性肺炎
のため死亡。

10 80代 女
無
職

二
世
帯
･
三
世
帯
同
居

本人、長
女、長女の
長男（以下
上の孫）と
その子ども
（以下ひ
孫）2人、長
女の次男
（以下,下の
孫）の
6人家族

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

後
期
高
齢
者
医
療

患者本人は変更
なし（同居家族は
国保短期保険証
留置→交付）

支払 無し

鶴
岡
市
要
綱
有
り

無
し

2013.8.16
その他（初診
でそのまま入
院された）

2013.12.1
8

病死（誤
嚥性肺
炎、心筋
症、左大
腿骨転子
部骨折）

以下はすべて長女からの聞き取り。8月10日自宅で転倒
し、左下肢痛で動けない状態になった。家族は受診させ
ずにそのまま様子を見ていた。8月16日、痛みが強くなり
当院整形外科を受診。左大腿骨転子部骨折で、手術の
為即日入院となった。入院前は自転車に乗るなど全く自
立した生活で、家計や諸手続きも本人が管理されてい
た。しかし、本人は年金を受給しておらず。世帯で収入が
あるのは上の孫のみ。給料(手取り１５～２０万円）、児童
扶養手当等（１ヶ月あたり５万７千円）の収入があるが、
その大部分を自身とその子ら3人の生活費に使ってい
た。収入のごく一部を本人が預かり残り3人の生活費に
当てていた。その金額はその時々異なるが月１～４万円
ほどと。時折長女の離婚した元夫から金銭の援助や、ひ
孫の母方の祖母より食事や入浴などの継続した支援が
ある。 53,845円

入院後包括支援ｾﾝﾀｰより当相談室に電話で情報
提供あり。「8月19日民生委員より包括に『寝たきり
になって心配な方がいる』と連絡があり、包括で訪
問したところ、すでに入院していたことがわかった」
と。また病棟より「ADL低下の恐れで退院支援が必
要になる可能性があるが、『相談室に情報提供しな
いでほしい』と家族から言われた」と情報あり。家族
の離婚を他部門に広げられたくない故の事と病棟
で解釈された。患者は整形で手術後心筋症にて循
環器病棟に転棟、人工呼吸器装着、退院のﾒﾄﾞ立
たず。病棟師長と包括からの情報を共有し、病棟
から家族に在宅介護や入院費のことでご家族に声
をかけることにした。包括には病状を知らせ、退院
準備の際は関わってもらうこととしていた。10月に
入り呼吸器から離脱、リハビリ開始。この時点で長
女から今後の入院費の心配が出され、直接相談室
でかかわり始めた。入院費は他県の次女が見舞金
から支払っていた。限度額認定は一般の区分。生
活保護申請を勧めたが受け入れられず。退院後の
療養先の問題も生ずる恐れ高く（介護保険利用制
限対象）、それを見越して経済的な問題解決の必
要性を家族に説明したが、進まないまま、病状が
悪化した。
本人保険証については、本人が管理していたため
詳細は
不明であるが、おそらく保険料は支払えていなかっ
たもの
と推測される。しかし後期高齢者短期保険証では
なかった。

１２月１８日、誤嚥性肺炎からくる多臓器不全
で死亡。

本人の介護保険料未納、他家族の国保証留
め置き、保険料支払い困難などもあり、市の
管轄の課に連絡し情報確認、提供。国保料
滞納で、長女が現在の家族の状況を書式に
書いて市役所へ提出する途中であった。

11 60代 男

非
正
規
雇
用

日
給
月
給
の

ト
ラ

ッ
ク
運
送
業

夫
婦
と
子
ど
も
世
帯

（
子
1
8
歳
未
満

）

妻44歳（保
育所入所で
きず仕事に
出られな
い）小４の
息子（発達
障害）・4歳
の娘と4人
暮らし。妻
の両親が
近隣に在
住。本人は
頼れる身内
はいない。

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

家のローン
利子のみ
の支払い
月4万弱。
80歳ぐらい
までローン
支払い必
要。家屋は
古いが土
地代で1千
万ぐらいの
価値ありと
言われた。
子どもたち
に残してあ
げたい。

国
保
証

2004年～2010年
2月5日は協会け
んぽ。転職場以
降国保。

生活保護 無し

川
口
市
要
綱
有
り

無
し

2013.6.19

治療中（他院、
2004年以前か
ら甲状腺機能
低下症で当院
受診。08年症
状安定で近医
開業医紹介。
その後近医受
診されてい
た。2013/6/19
に近医からの
紹介で数年ぶ
りに当院受
診）

2013.10.3
病死（原
発性肺
癌）

2013年6月19日当院へ近医から紹介受診。診療情報提
供書によると「2013年5月中旬より全身倦怠感、咳嗽、発
熱、左頚部腫脹自覚していたが、経済的理由で受診が
のびのびになり6月17日当クリニックを受診。」との記載
あり。胸部CTで右上葉に直径85mmの腫瘤認め、縦隔・
頚部リンパ節腫大所見も認め、進行肺癌が疑われたた
め6月28日精査加療目的に入院。6月19日相談室に医師
から勧められ来室。開口一番「入院といわれても、入院
費が払えない。」とのことだった。
収入：日払いのトラック運送業（社会保障のないところ）体
調不良により1週間ぐらい仕事を休んでいるので、収入
途絶えている。以前は会社だったところに勤めていたが、
変えた。退職金もなかった。貯蓄なし・生命保険類の加
入なし。「治療して復職出来るなら治療を希望。治療の見
込みがないのなら、治療費だけがかかるので自然に任
せたい。」とのこと。生活保護申請を勧め、6月25日生活
保護申請。28日入院となる。

生活保護受給し、2回化学療法施行、骨転移
に対して１回他院にて放射腺療法施行。その
後全身状態の機能低下され、10月に当院にて
お亡くなりになる。

特に問題なし

12 60代 男

非
正
規
雇
用
・
年
金
受
給
者

アルバ
イトなど

夫
婦
と
子
世
帯

(

子
1
8
歳
以
上

)

妻（50歳・
フィリピン
人・主婦・
無収入）長
男（30歳・
自閉症・療
育手帳？・
作業所通
所）長女
（27歳・販
売仕事・シ
フト制）との
4人暮らし。

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

アパート
（家賃3.2万
円/月）

国
保
証

高額療養費限度
額申請、支払 無し

無
し

2013.4.26
その他（眼下
受診後、紹介）

2013.5.28
病死（肺
小細胞
癌）

定期通院や常用薬使用なし。2013年4月頃より労作時呼
吸困難、24日頃より複視と左眼瞼下垂が出現。4月25日
近医眼科受診し左動眼神経麻痺と判断され、内科と脳神
経外科での評価を勧められ４月26日当院受診。
【経済】 : ●収入 本人年金：月9万。長男年金：月6.6万。
長女勤労収入：月13万程度。 ●支出 家賃月3.2万。 銀
行への借金の返済月1万（残額不明） 国保料滞納（本
人・妻・長男分）を毎月払える分だけ支払い。 生命保険
未加入。
◇職歴 : 25歳～57歳　13年4月まで、ｱﾙﾊﾞｲﾄで月に３・４
日タクシードライバーの仕事をしていた。明確に「お金が
なかったから病院にかかれなかった」と表明はされてい
ないが、借金返済や国保料滞納等あり、積極的に医療
機関に受診できなかったのではと推察する。

4/26高額療養費の事が知りたいと長女来室。父が
働けなくなり収入が少なくなるので、入院費の支払
いが心配と相談あり。

高額療養費限度額認定証手続きし、Ｃの認
定。5月16日本人希望もあり、ケアマネ・外来
通院・訪問看護調整し自宅退院。5月21日血圧
低下にて入院。28日入院中に他界される。

国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の
適応
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初診日 通院状況 死亡日 死因 事例（受診に至る経緯、職歴、世帯収入の経過） 一部負担金未
納額 事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など

国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の
適応

13 60代 女
無
職

夫
婦
と
子
世
帯

(

子
1
8
歳
以
上

)

夫（肝臓癌
で他院通
院）、長男
（とび職）、
次男（板金
関係）と同
居

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

高額療養費限度
額申請、支払 無し

無
し

2013.4.10 治療中（他院） 2013.7.7
病死（悪
性リンパ
腫）

2012年2月階段から転落した頚部骨折が疑われる時期
から寝たきりになっていた。2013月1月から他院が往診開
始。それまではかかりつけ医なし。2013年2月要介護5の
認定。2013年4月10日食思不振で当院救急搬入。精査で
悪性リンパ腫の診断。進行しており手術や化学療法の適
応なく緩和方針となる。在宅介護困難のため、4/24当院
緩和ケア病棟へ転科。夫も6/11当院入院し、その後緩和
ケア病棟に転科、本人と同室にて過ごし6/30に永眠。息
子さんたちより入院費分割払いの相談を受ける。
●経済状況　本人年金：4万5千円/月。夫年金：15万円/
月。長男、次男の収入は伺えず（多くはないとのこと）。住
宅ローン：10万円/月。本人夫婦の国保税、市民税、固定
資産税滞納あり、分割払い中（夫1万円/月、本人5千円/
月ずつ）。夫の葬儀費用で出費あり（金額不明）。元々在
宅にいる間も経済的な理由から介護サービスを制限して
いた。上記の経過から経済的に困難な状況から医療機
関にかかれなかった方だと思われる。

高額療養費委任払い申請（区分B）。入院費は
分割払いで対応。本人は7月7日に永眠され
た。

14 70代 男
無
職

夫
婦
の
み

老老介護

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

国民健康保険加
入．2009年～国
保未納

生活保護申請不
受理有り、未払

い
無し

無
し

2013.1.7
その他（定期
通院なく、他院
受診後、紹介）

2013.3.1
病死（肺
癌）

●家族状況：妻（64）と二人暮らし。子供なし。その他頼
れる人はいない。妻の弟が唯一連絡をとっていたが、癌
となった。
●生活歴：日本生まれ。（在日2世）足立区にてカバン製
造業をしていたが、立ち行かなくなり、8年前に妻弟にﾊﾟﾁ
ﾝｺの景品交換所の仕事を紹介してもらい、川口へ転居し
て夫婦で行ってきた。
●国籍：外国人登録（在日朝鮮人）
●介護保険：川口へ転居してから保険料未納
●経済状況：収入：月20万程。家賃：8万1千円（駐車場代
込み）。借金：10万（金融機関）貯金なし。車あり
●妻の仕事：パチンコ店の景品交換所。月曜日定休　10
時～23時。月４回休み。代わりがおらず、休めない。
辞めさせられてしまうと、生活ができない。12年12月上旬
から上下肢のしびれ，頸部痛あり1月5日他院整形外科
受診し、そこからの紹介で1月7日当院整形受診．その後
整形に2月4日より入院．検査の結果肺癌のリンパ節転
移による痛みとの診断．妻が働きｷﾞﾘｷﾞﾘの生活で保険料
未納，医療費支払い困難な状況だった，（以前に民商つ
きそいで生保相談に行ったが受付してもらえなかったと
のこと．）入院中に再度妻が本人医療費だけでもと生保
に相談に行く予定になっていたが，相談をまたずに本人
が3月1日他界した，現在も未収あり。お金がなかったか
ら病院にかかれなかった、などの明確な表現は聞かれて
いないが、状況からはそういったことだったであろうと強く
思われる。

34,480円

なし 入院中に死亡 以前民商と生保申請に行ったが受付されな
かった（詳細不明）

16 60代 男

年
金
受
給
者

運送会
社に長
年勤務
してい
た

夫
婦
の
み

56歳の妻と
二人暮ら
し。妻は病
気を抱え働
くことができ
ない。

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

保険料の未納あ
り。当年度は正
規保険証だが、
次年度は短期保
険証になる可能
性があった。 高額療養費限度

額申請、無料低
額診療

無し

笛
吹
市
要
綱
有
り

有
り

入院時からの無料
低額診療適用とな
り、低額の10割減
免が適用された。

1999.12.2
9

治療中（自院） 2013.1.21
病死（肺
癌）

1999年12月29日、下腹部痛にて受診。2004年12月イレ
ウスで入院。以後当院にて定期通院。
今回入院が必要となったが経済的な理由で入院をため
らった。
主たる収入は本人の老齢厚生年金＋企業年金。妻は無
年金。生活保護基準は上回っている。
肺癌の治療開始時期は不明だが、イレウス入院後、定
期通院を継続していた。入院治療費の負担困難。

0円

入院時MSW介入し、相談対応。限度額適用認定書
の申請を行った。
限度額までの支払いも不可能である生活状況が確
認でき、無低診を申請していくこととなった。
入院の経過の中で転院が必要となり、転院先の
MSWへ情報提供し、継続した支援を依頼した。

転院先の病院で息を引き取った。 とくになし

18 80代 女
無
職

1
8

歳
以
上

の
子
と
一
親
が

同
居

独身無職
の息子が
介護

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

後
期
高
齢
者
医
療

無料低額診療 無し

韮
崎
市
要
綱
無
し

有
り

入院時の聞き取り
にて経済的困窮が
発覚したため無低
診申請が行われ
た。結果、低額10
割減免の結果と
なった。

2013.2.12 中断（他院） 2013.4.7
病死
(褥瘡感
染)

定職についていない息子と二人暮らし。本人は家を這っ
て生活しており、それを息子は介護していた。本人の介
護があるため息子は時々土木のアルバイト(年間70万円)
で収入を得る程度で、基本は本人の年金(3.3万/月)で生
活。お金がなかったため、医療にもかかれず介護保険も
利用できなかった。相談できる人もおらず、2/12に褥瘡
悪化と低栄養で受診。そのまま入院となった。

0円

事業所としては、無低診の利用をすすめ、安心して
療養できる環境の提供を行った。

入院時に重度褥瘡と低栄養であったため、
CVC挿入に加え経口でも食事の摂取を行った
が、度重なる嘔吐と廃用で栄養状態は一向に
上がらず。栄養強化出来ず点滴で栄養の確保
を行ってきたが、入院時2.0あったアルブミンは
1.7にまで低下。年齢もあり治療にも限界があ
ると医師からの説明があり、看取りの方向とな
り当院で死亡となった。

包括に相談があったか問い合わせを行った
が、包括等自治体の介入は無かった。生活
保護申請も検討したが、本人が看取りの状況
となったため長男の就労が可能になり申請は
行わなかった。

19 80代 女

年
金
受
給
者

二
世
帯
･
三
世
帯
同
居

息子と孫2
人

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

公営住宅

後
期
高
齢
者

医
療

未払い 無し
無
し

2013.4頃 中断（他院） 2013.6.9
病死（褥
瘡悪化）

同居している長男は、季節労働者。冬場は仕事があった
りなかったり。本人の年金をあてにした生活。孫は社会
人と高校生。社会人の孫は手取り少なく、運転免許をと
るため貯金している。2013年1月に初回面談した際、確定
申告 未 、年金免除手続き 未 、長男は無保険で、役場
と交渉。身障手帳を取得して、福祉医療の手続きもして
いた。

127,505
円

当院、外来患者。認知症が進行しており、ADL低下
してきていた。ケアマネが受診をすすめたが、2013
年1月31日が最後で中断。ヘルパー、デイも利用中
断していたようで、久しぶりに利用したデイでバイタ
ル異常あり、当院受診となり即入院となった。

息子さんが介護の資格を持っていることもあ
り、ヘルパー利用しなくても自分が介護すると
いうことで、CMには話していたようだが、デイも
利用せず、自宅での介護に限界となっていた
様子。入院した際は、褥瘡が悪化しており、全
身状態も低下。同年6月９日に入院中死亡され
た。

2013年1月の面談の際、役場で生保担当と相
談したが、世帯収入からみると対象になら
ず。確定申告をし、課税から非課税となった。

21 60代 男
無
職

1
8
歳
以
上
の
子
と
一
親
が
同
居

90歳の父
親と85歳の
母親の家
に同居、本
人、両親と
も未就労

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

不明
無
し

T医療ｾﾝﾀｰ入院中
に適応させ当診療
所へ転院する予定
であったが死亡。

2013.2.12 中断（他院） 2013.3.4
病死（胃
癌術後・
再発）

2011年4月13日貧血、黒色便、大腸癌疑いにてT医療ｾﾝ
ﾀｰ紹介。胃癌手術。以後医療ｾﾝﾀｰに通院加療。そのた
め退職。社保本人から国保となる。2013年2月12日所長
が自宅へ様子を観に行く。胃癌術後、大腸化学療法で入
退院していたが夏以降T病院中断。直腸がんは手術せ
ず化学療法だったとのことなので直腸がん進行による大
腸イレウスの可能性ありとのことでT医療ｾﾝﾀｰへ救急搬
送し入院となった。お金がないとのこと。後でわかった
が、本人と母親（大腿骨頚部骨折術後）の入院費用約80
万円が未払いであり、分割して納入していた。今回の入
院では国保税の未納があり「限度額適用認定証」を交付
してもらえなかった。

2011年4月の転院以来T医療ｾﾝﾀｰで加療していた
ため直接診療所の外来は受診歴なし。父親が所長
の外来を定期受診しており、息子について訴えが
あり自宅訪問となった。「胃がん術後大腸癌化学療
法中の息子が夏以来中断し、最近便が20日くらい
出ていないが、受診を拒否している。」「息子さんの
ことで気持ちが集中できないのかもしれない本日息
子さんの様子を見に行きます。」

2012年夏以降化学療法を医療費支払いが困
難なため中断してしまった。父親の訴え（父親
はその心配と震災で石巻の親戚が4人亡くなっ
たことも要因としてうつ状態）で所長が様子を
観に行くと状態が悪く緊急入院となる。医療費
の心配について、無低診を適応し当診療所へ
転院することを計画し相談を始めたが、転院が
かなわず医療ｾﾝﾀｰ入院中に死亡となる。
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正規保険証あり、または生活保護利用者など　全24件

事例
No.

年齢
代

性
別
職
業
職業詳
細

家
族
構
成

家族構成
詳細

住
居

住
居
詳
細

保
険
保険の推移

医療費解決
帰結

初診日 通院状況 死亡日 死因 事例（受診に至る経緯、職歴、世帯収入の経過） 一部負担金未
納額 事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など

国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の
適応

22 60代 女

非
正
規
雇
用

夫
婦
の
み

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

無料低額診療
有
り

T医療ｾﾝﾀｰ入院中
に無低診相談を受
け、自宅（二男宅）
退院当日より無低
診適応し往診とな
る。

2013.1.18

その他（終末
期の対応とな
り、市営住宅
の自宅は狭く
夫のみの看護
が無理なため
二男宅で在宅
管理となる。）

2013.2.20

病死（悪
性リンパ
腫（Ｔ細胞
型）

2013年1月18日、胸部痛（両側）の主訴で診療所を受診
（初診）。肺炎として入院加療を勧めたが仕事の都合が
使いと外来で点滴加療していたが改善せず悪性の鑑別
診断を兼ねT医療ｾﾝﾀｰ外来を紹介受診。転移性肺腫瘍
と診断され即入院となる。県立がんｾﾝﾀｰへの転院や積
極的加療を拒否。独立している二男宅へ退院後訪問診
療となる。車庫証明書類作成代行の仕事。夫は住宅（防
水工事）関係の仕事が不況のため会社倒産し3年前にや
め、無職。本人の仕事を手伝っていた。二人の年収765
千円（24年度）。

診療所のある市営住宅に長年暮らし、交通指導員
として地域で活躍してきた方。1年に1回程度たびた
び国保短期保険証で受診をしていたが、診療所職
員の生活相談の声掛けには拒否されていた方。
2012年になり肺炎・喘息の疾患で外来通院があっ
た。「ご主人が無職になり、収入がないので解熱だ
けの最低限の診療 を希望」「人生を捨てている、な
すがままと思っているので、健診や癌検診も受けな
いできている、でも熱でどうにもつらくて受診した。
」との発言もあり、肺炎として内服加療を5日間受診
した。
T医療ｾﾝﾀｰ入院となり家族が医療費の事で相談に
来院し無料低額診療の適応となる。

積極的な加療を拒否しT医療ｾﾝﾀｰを自宅（二
男宅）退院後、終末期医療として訪問診療と訪
問看護で看取りの対応（在宅末期総合診療
料）を行った。12日間の在宅療養であった。

24 60代 男

非
正
規
雇
用

独
居

持
ち
家

、
借

家

、
ア
パ
ー

ト

生
活
保
護

無保険→生活保
護

生活保護 2013.2.28
その他（受診
なし）

2013.3.5
病死（急
性心筋梗
塞）

新聞の拡張員をして単身で暮らしていたが、2月に入り胸
の苦しさやつかえ感、食欲不振が出現、健康保険証を
持っていないため受診せず我慢をしていた。2/22区議事
務所を自ら訪ね相談、福祉事務所に同行してもらい生保
申請。2/26受理され、2/28区議とともに外来受診し入院
となる。2011年4月A循環器病院に救急搬送された時は
自費払いだったこと以外、詳細不明

0円

初診で入院、かかりつけなし
急変されたため、MSWは本人と会っていない

入院6日目の3/5急性心筋梗塞で死亡、親族
不在のため生保の葬祭扶助を利用。福祉事務
所の地区担当者によると、本籍地から1度も住
民票を移動させた形跡がなく健康保険証を持
たずにこれまできたのではないかということ
だった。本籍地には誰も住んでおらず詳細不
明。

2/22(金)に生保申請書を提出、2/26(火）に受
理となったのは書類が揃わなかったためとい
う説明であった。

30 70代 男
無
職

1
8
歳
以
上
の
子
と
一
親
が
同
居

本人と次女
（30歳代・
会社員）

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

協
会
け
ん
ぽ
家
族

支払 無し

津
市
要
綱
有
り

無
し

事業所で無低診未
実施（2013.8.1開
始）

2013.4.25

その他(これま
で受診自体さ
れていなかっ
た)

2013.5.30
病死
(肺癌)

初診日に肺癌の診断で入院。本人は無職、無年金で同
居の次女の収入(約15万円/月）で生活。アパート代
（53000円/月）の滞納もあり、入院時に次女より医療費に
ついて不安の訴えがあった。限度額認定証はとれず(一
般）相談の上、生保申請。本人の生命保険(1日5千円)給
付がおりることが判明し、生保申請には至らず。病状は、
末期であり化学療法のみ。

2013年4月25日、当法人診療所に初診(本人宅から
近い）。発熱、息苦しさの訴えあり、入院加療が必
要なため、当院へ紹介入院となった。（次女曰く、本
人は医療費を心配し、身体がしんどくても受診を拒
んだという。その本人が、今回は受診すると言うの
でずっと我慢していたのだろう、と）

2013年5月22日～抗がん剤開始されたが、8日
後の5月30日に他界された。
上記から、本人は無年金で次女の給与で生活
していたこと、アパートの家賃も滞納しており、
生活苦から受診できず我慢されていた。初診
時には、肺癌は手術の施しようのない末期の
状態であり、経済的事由による手遅れ事例で
あると考えられる。

31 70代 男

年
金
受
給
者

独
居

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

在宅環境
悪化のため
車中泊もし
ていた

国
保
証

未払い 無し

津
市
要
綱
有
り

無
し

事業所で無低診未
実施（2013.8.1開
始）

2013.5.2 中断（他院） 2013.5.25
病死
(小脳梗
塞)

　10年ほど前に他院にて胃癌による胃全摘出手術施行。
その後、他院への入院歴（詳細不明）が数回あるも定期
通院はなく、支払困難などで他院中断していた。今回は
当院初診、ＡＤＬ低下を主訴に当院へ緊急入院となる。
精査加療の結果、原因不明の貧血のであったが症状自
体は改善し退院可能となった。退院調整中であったが、
院内での喫煙が重なり入院継続は困難、退院となった。
　家族は子が3人いるもいずれも音信普通、妻は10ほど
年前に死去していた。
　本人からは経済苦の訴えあるも世帯収入は約月11万
円、少しの貯蓄（額不明）があるとのことだった。受診を
我慢していたなど明確な訴えはなかったものの、状況的
に受診抑制となっていたことが推測された。世帯収入が
生活保護基準を若干上回っていること、自動車を所有し
ていることなどから、即時の生活保護利用は困難であっ
た。医療費については悩んでいることは明らかであった
ため、当院からは当面の支払い保留や分割払いなどを
提案していた。

55,790円

以前から民生委員や地域包括支援センターが見守
りをしていた。新規要介護認定の申請中であった。
地域包括支援センター保健師の紹介で自宅近くの
診療所（当院同一法人）を初診後、同日当院へ紹
介入院となる。

　2013年5月2日～5月18日当院入院。
　5月24日、外来予約受診あり。本人からは
「ふらふらする、しんどい」などの訴えあり、主
治医と相談するも入院適応とはならず。外来で
対応継続していくこととなった。入院加療が必
要な病状ではなく、小脳梗塞につながる症状も
なかった。
　5月27日、公園駐車場にて死亡発見された
旨、警察より当院へ連絡あり。司法解剖の結
果、病死（小脳梗塞）とのことだった。

市の高齢福祉課へ本事例の振り返りをした
方がよいのではないかとの申し入れを地域包
括支援センターとともに行ったが、個人情報
保護を理由に断られた。

34 80代 女

年
金
受
給
者

独
居

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

後
期
高
齢
者
医
療

受診なし 無し

神
戸
市
要
綱
有
り

無
し

なし 2013.1.20
その他(不
明)

1月上旬に別居家人よりＴＥＬにて医療費相談と受診希望
あり。『年末より体調不良だったが、後期高齢者保険料
支払えず保険証あるが、受診費用支払えなかったため
年を越した。今は動けるが、遠方（他区）のため出来れば
連れて行ける日に受診させたい。収入は年金数万。』と
の主訴にて、保護申請の可能性も高く早期来院と保護申
請相談を促す。翌日受診で誘導するも来院なく、連絡先
へ電話すると「朝家で亡くなっていた」との報告あり。検死
対応になるため、以降状況不明。

電話相談のみで、遠方であったことからもっとも近
い（車でも1時間）病院へ受診誘導。無料低額診療
事業準備し、その間に保護申請で検討していた。
食欲低下と「動けなくなった」との訴えであったが、
全く食べていないわけではなかった様子。救急搬
送、即日来院を勧めたが、急を要する状態ではな
かったようだった。

来院予定日当日に死亡。病名等も不明な状態
にて、死因不明

35 70代 男
そ
の
他

精神障
害者作
業所に
て週に
数回作
業をお
こない
賃金を
もらっ
ていた

独
居

持
ち
家

、
借

家

、
ア
パ
ー

ト

借家
国
保
証

支払 無し
無
し

2013.9.30 治療中（他院） 2013.12.7

病死（右
乳腺腫、
中殿筋～
仙骨前面
浸潤、左
下肺悪性
腫瘍）

独居。ＡＤＬ自立。Ｈ7震災を機に体調を崩しｱﾙｺｰﾙ依存
となり妻と離婚し子どもとも別生活となる。兄弟は兄が近
隣に住んでおり、本人が元気な時は兄の経営する会社
で働いていた事もあるが、ｱﾙｺｰﾙ依存となった後は、兄
弟・親戚からも敬遠されるようになり連絡を取ることがほ
とんど無くなった。精神科入院を経て精神障害者作業所
へ通所と傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの介入により一人暮らしをされて
いた。収入状況は、年金と蓄え。一人暮らしで頼れる身
寄りもない事で経済的な不安を常に持たれており生活を
切り詰め、精神科への通院以外は病院へ行くことがほと
んど無かった。
　2013年5月-6月頃から倦怠感出現し自宅に引きこもり
がちとなり、8月頃より腰痛・臀部痛が生じ9月に入り増
悪。9/21他院受診、坐骨神経痛にて投薬を受ける。その
際に右乳房の腫脹の訴えあり9月30日当院紹介受診。
精神科受診は月に一回程度、薬をもらいに行くだけ。支
払の心配もあり、内科等の受診はしていなかった。本人
のキャラクターもあり、精神科医師に相談することもでき
ず、周囲のすすめでようやく受診した。

0円

9/30受診時にて間庸葉系悪性腫瘍の疑いより穿
刺吸引細胞診施行、ＭＲＩ+針生検を予約し帰宅。
10/11予約診来院時に左臀部痛増悪し座位が困難
な状態であり失禁・失便もあり即日入院となる。ＣＴ
検査の結果、右乳腺種、中殿筋～仙骨前面浸潤、
左下肺に悪性腫瘍を認めた。
　積極的治療が困難な状態であったため、疼痛緩
和目的で放射線療法を行うこととなり10/25他院紹
介、11/2治療終了に合わせ当院再入院。ＭＳＷよ
り入退院の手続き、移送同行などの援助を行った。
　病状の進行により本人さんの死への不安や医療
費に対する金銭的不安の訴えが日々増えたため、
ＭＳＷより兄に連絡を取り、関わりを依頼。甥夫婦
も含め本人の手続きなど身の回りの世話と依頼す
ることが可能となった。

放射線治療後、一時的に疼痛緩和が見られた
が、病状進行が急速なものであり11月中旬に
はベッド上のＡＤＬとなる。不安の訴えの軽減を
図る為、病棟スタッフや管理栄養士が中心とな
り本人の食べたいものを病室で作り食べたり、
作業所職員・傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど元々関わりの
あった人達が病室に足を運んでもらいながら
療養していたが2013.12/7死亡退院となった。

37 50代 女

非
正
規
雇
用

1
8
歳
以
上
の
子
と
一
親
が
同
居

長男、長女

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

無料低額診療
後、生活保護 無し

鳥
取
市
要
綱
有
り

有
り

外来スタッフより、
医療費の心配があ
ると紹介有り、無料
低額診療の申請を
行った。

2013.4.4 中断（他院） 2013.8.18
病死（子
宮肉腫）

外来より紹介があり、長男、長女が相談室に来室。高血
圧や心不全で近医開業医に通院していたが、経済的理
由で4ヶ月前から中断。両下腿の浮腫が出現し、近医に
相談したが、大きな病院を受診するように言われたた
め、当院を受診した。本人はホテルの接客業にアルバイ
トとして従事。長女は事務職に契約社員として従事。長
男はコンビニのアルバイトを辞めたばかりで、当時無職
であった（後にサービス業に従事）。世帯収入は生活保
護基準の101%であったが、長男に一定の貯金があった
ため、すぐの生活保護申請にはならなかった。

0円

医療費支払いに心配があり、無料低額診療の申請
を行い全額減免となった。

5月に入り、再度当院を受診したところ、発熱と
腹部膨隆を認め、CTや腹部エコーで子宮近く
に腫瘤を認めた。精査が必要であり、他院婦
人科への紹介を検討することになった。無料
低額診療が有効になっていたが、当院のみの
適応であるため、再び医療費が問題となった。
そのため、資産整理を行った上で生活保護申
請を行った。他院での検査の結果、子宮肉腫
であろうとの診断。病状的にかなり進行してお
り手術や抗がん剤治療はできなかった。一般
病棟から緩和ケア病棟に転倒され、約1週間
後に死亡退院された。

生活保護の相談を行った後に申請することに
なった。
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正規保険証あり、または生活保護利用者など　全24件

事例
No.

年齢
代

性
別
職
業
職業詳
細

家
族
構
成

家族構成
詳細

住
居

住
居
詳
細

保
険
保険の推移

医療費解決
帰結

初診日 通院状況 死亡日 死因 事例（受診に至る経緯、職歴、世帯収入の経過） 一部負担金未
納額 事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など

国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の
適応

38 30代 男
無
職

夫
婦
と
子
世
帯

(

子
1
8
歳
以
上

)

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

支払 無し
無
し

2013.1.5 中断（他院） 2013.1.13

病死（ギラ
ンバレー
症候群、
低酸素脳
症）

ギランバレー症候群で治療中であったが、2年前から中
断していた（他院）。1月5日自宅で心肺停止常態で発見
され、救急搬入された。蘇生され入院となったが8日目に
死亡した。知的障害もあり本人は無職。両親と3人暮ら
し。父親はステーキハウスを経営していたが、5年前に倒
産。仕事が見つからず預金を取り崩して生活していた。2
年前に母親が乳がんになり医療費がかかった。生活保
護は受けないようにがんばっていたとのこと。入院時の
預貯金の残高は20万円程度であった。2年間治療中断し
ていたため心肺停止の原因は不明だが、経済的理由か
らの治療中断はあきらかである。
国保料滞納などはなかった。他院治療の中断であり詳細
は不明だが、母の治療への医療費負担が大きく本人の
治療にかけるお金がなかったと、後日、父親からの聞き
取りあり。

救急搬入される。初診 入院後8日で死亡。 父親はなるべく生活保護の世話にならないよ
うがんばっていたといわれる。本人死亡後、
預貯金もなくなり生活保護を申請された。

44 50代 女

非
正
規
雇
用

独
居

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

ワンルーム
マンション

協
会
け
ん
ぽ

協
会
け
ん
ぽ
→

生
活
保
護

無料低額診療
後、生活保護 無し

北
九
州
市
要
項
有
り

有
り

生活保護になるま
での入院費を無低
診対応

2013.5.14
その他（受診
していなかっ
た）

2013.9.27
病死（膵
頭部癌）

施設や病院を調理場の仕事を転々としていた。非常勤職
員で給与は約11万円～13万円。受診時の職場も2013年
2月に就職したばかりであったが、協会健保がありつつ、
黄疸がひどくなって同僚に受診を促されて、やっと受診し
て、そのまま入院になっている。すぐに医療費相談が
あったが、給与の支給もあり直ぐには生保手続は出来な
かった。子供の離婚した後、子供３人は別れた夫が親権
をとり、養育してきて成人していたが、患者本人とは関係
が悪く、発病当時、患者本人は医療費のことなど、子供
達にも相談したが援助できないと断られていた。入院月
は給与支給があって生活保護申請が出来なかったが、
借金や家賃を払って医療費が払えず、無料低額診療で
対応。入院月末に生活保護申請を行う。
　抗がん剤治療を行う為に、一旦退院をする。生活保護
は決定。その後、2回入院。2回目の退院の時は、ＡＤＬ全
介助状態でターミナル期であったが、「可愛がっている犬
がいるマンションに帰りたい」という希望を医師から長女
に病状説明を行い、理解を得る。長女は看護師であった
ので、医師からの説明に断りきれなかったらしい。マン
ションに子供達と知人が入れ替わり泊まり込み、往診・訪
問看護の在宅医療体制と介護保険での福祉用具レンタ
ルを行い、在宅への復帰となった。北九州市の保護課は
介護保険の暫定プランを認めないことも多いが、今回は
保護課も巻き込んでの在宅となった。約１週間後に死
亡。患者本人はもちろんの事、子供達も母親である患者
本人と語れたことを通じて、最後は「連れて帰れて良かっ
た」と感謝の言葉が聞けた。

0円

医療費負担を心配しての受診遅れであった。当院
が初診。歩ける間は、外来も当院。在宅医療になっ
た時は、訪問看護ステーションと居宅支援事業所
は同法人内。往診は法人外クリニック。医療費は
協会けんぽ（無料低額診療）⇒生保
ワーキングプアの事例。患者本人は癌であること
がわかっても、「働きたい」と職場復帰を強く希望し
ていたことが印象的であった。

発病当時は子供達が色んなことに応じてくれ
ない。と言われていたが、病気の進行に伴い、
家族の協力が得られた。しかし、子供達も20代
で無職であったり非正規雇用だったりで経済
的な援助は困難であった。生活保護によって、
葬祭扶助まで対応した。

退職になるまでの１か月間、協会けんぽと生
保が併用。保険料も保護課から会社に払わ
れた。
癌の末期ということで、保護課は医療費や介
護扶助についても対応は速やかで良かった。

48 50代 男

自
営
業

建設関
係

独
居

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

持ち家
国
保
証

無料低額診療 無し
有
り

2013.5.28 中断（他院）
2013.11.2
5

病死（アル
コール性
肝硬変、
急性腎不
全）

建設労働組合のすすめで当診療所へ医療費相談に来
院。アルコール性肝硬変の既往があるが、経済的困難な
ため度々中断を繰り返していた。腹水がすぐにたまり、ま
た四肢の痙攣発作も時々起こるような状態。病気と飲酒
（お酒を止められない）のため仕事もできず、ほぼ無収入
の状態。3月には妻と離婚し、子供も出ていき独居となっ
た。初診時に既に状態が悪く、すぐに入院となった。入院
中は生命保険の給付金があり一時的には生活資金がで
きたが、借金もありすぐに経済的困難に陥り、退院後も
中断しがちだった。

診療所から遠く、同法人の病院からはもっと遠いと
ころに住んでいたことと、経済的困難もあり無低で
対応しても中断しがちになっていた。家を手放すこ
と、車を手放すことには消極的で生活保護受給の
話も進まなかった。

飲酒を止められない様で、病状は悪化して
いっていた。最終的には10月31日に痙攣で動
けなくなったところで同法人の病院に救急搬送
され、その後腎機能不全となり、11月25日に家
族に見守られながら亡くなられた。
アルコール依存症に対する社会的サポート、
お金が無くても医療にかかれるという制度の
必要性を感じた。

特になし。

51 60代 女
無
職

夫
婦
の
み

夫がパート
就労

持

ち

家

、
借

家

、
ア

パ
ー

ト

国
保
証

無料低額診療 無し
有
り

実収入（夫のパート
収入）が生活保護
基準以下

2013.11.3 中断（他院）
2013.12.1
3

病死（癌
多発転
移）

夫のみ年金受給。月額195,000円。年金は借金返済に利
用。借金約700万円。生活費は夫のパート収入。時給720
円、月額60,000円。国保料は長女が支払い、滞納あり。
その他介護保険料や市民税も滞納。

受診前に長女より電話相談あり、その後救急搬
送。

無料低額診療制度適用。診断の結果多発転
移、体力的に抗ガン剤治療は難しく、緩和医療
実施。

借金の借入先が銀行や個人など公的機関で
はないため、生活保護申請は不可。

52 50代 女

非
正
規
雇
用

夫
婦
の
み

一人息子
は結婚し独
立、夫婦の
み

持
ち
家

、
借
家

、
ア
パ
ー

ト

国
保
証

不明

支払 無し
無
し

2013.10.2
8

中断（他院）
2013.11.1
2

病死（敗
血症性
ショック）

当法人クリニックに２型糖尿病の治療のため通院してい
たが１年前より中断。2013年10月28日に夫が自家用車
にて当法人クリニックに本人を連れてくるも意識朦朧とし
立位保持困難などあり、当院へ紹介となる。10月24日頃
より食事が摂れなくなり吐き気も続いていた。パートは21
日より体調不良のため休んでいた。夫は1年前に会社を
リストラされ、自営業を開始。収入が不安定であった。妻
が病院へ定期通院しなければいけないことまでは知らな
かった。
夫がリストラされた後、薬代の負担などを気にして受診し
ていなかったようだ。

当法人クリニックより紹介となり、糖尿病性ケトアシ
ドーシスにて急変の可能性があり緊急入院となる。
尿路感染による敗血症性ショックも判明。
翌日朝、心肺停止したが賢明の蘇生により救命で
きた。

しかし、入院後16日目に尿路感染による敗血
症性ショックにて死亡退院となる。

入院費については生命保険による入院給付金
あり全額支払われた。

55 60代 男

自
営
業

1

8

歳

以

上

の

子

と

一

親

が

同

居

子との関わ
りは薄い。

持

ち

家

、
借

家

、
ア

パ
ー

ト

国
保
証

無料低額診療
後、生活保護 無し

有
り

2013.1.28～開始

2012.12.6
その他（自覚
症状あるも受
診せず）

2013.5.18
病死（肝
臓癌）

2012年初めに健診の便潜血検査を受けたら2回とも陽性
であった。初診日の約1ヶ月前より肉眼的にも血便があ
る。初診の2～3ヵ月前から体重が5kg減っている。三味線
職人であり、年金生活。同居している子は関わり薄く、金
銭援助は望めない。お金が無くて受診を控え、検査も延
ばし延ばししていた。

0円

造営CT検査が必要になったが、本人曰く、年金が
底をついたので受けられないと主治医に話される。
主治医より無料低額診療を案内、MSWが介入開
始。無料低額診療開始と、今後の入院加療を見越
して生活保護を案内。

無料低額診療決定。生活保護申請日の10日
後に入院。入院中に生活保護受給開始した
が、死亡退院される。

生活保護受給
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